
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
の
表
２
の
項
中
「
、
賃
金
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
第
三
号
中
「
賃
金
」
を
「
職
員

手
当
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
９
の
項
中
「
、
賃
金
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
、
第
二
十
八
条
」
を
「
及
び
第
二
十
八
条
」
に
改
め
、
「
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
弾
力
条
項
の
適
用
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合
」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条

削
除

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
指
定
金
融
機
関
又
は
指
定
代
理
金
融
機
関
」
を
「
指
定
金
融
機
関
等
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
金
融
機
関
若
し
く
は
指
定
代
理
金
融
機
関
」
を
「
指
定
金
融
機
関
等
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
八
十
四
条
第
一
号
中
「
、
賃
金
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
及
び
賃
金
」
を
「
、
職
員
手
当
等

及
び
旅
費
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
並
び
に
還
付
加
算
金
」
を
「
及
び
還
付
加
算
金
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
中
「
、
賃
金
」
を
削
る
。

第
百
九
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
百
十
四
条
中
「
賃
金
並
び
に
」
を
削
り
、
「
指
定
す
る
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
旅
費
の
う
ち
通

勤
に
係
る
費
用
弁
償
」
を
加
え
る
。

第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
項
第
十
二
号
中
「
に
瑕
疵
が
あ
つ
た
」
を
「
が
契
約

か

し

の
内
容
に
適
合
し
な
い
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
三
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
契
約
の
相
手
方
が
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
契
約
権
者
は
、
契
約
に
当
た
り
暴
力
団
の
排
除
の
た
め
に
必
要

な
事
項
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
九
十
六
条
第
一
項
中
「
、
賃
金
等
」
を
「
そ
の
他
」
に
、
「
そ
の
他
の
事
務
」
を
「
等
の
事

務
」
に
改
め
る
。

「

死
亡
に
よ
る

退
職
の
場
合

に
あ
つ
て
は

死
亡
者
と
の

関
係
を
明
ら

か
に
し
た
書

類
※
会
計
年
度
任

用
職
員
の
給

与
及
び
勤
務

時
間
等
に
関

す
る
条
例
（
令

「

死
亡
に
よ
る

和
元
年
福
島

退
職
の
場
合

県
条
例
第
二

に
あ
つ
て
は

十
五
号
）
第

別
表
第
四
（
そ
の
一
）
１
の
項
中

死
亡
者
と
の

を

二
条
第
一
項

に
改
め
、

関
係
を
明
ら

に
規
定
す
る

か
に
し
た
書

第
一
号
会
計

類

年
度
任
用
職

」

員
（
以
下
別

表
第
四
（
そ

の
一
）
に
お

い
て
は
、
「
第

一
号
会
計
年

度
任
用
職
員
」

と
表
記
す
る
。
）

に
あ
つ
て
は
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任
用
関
係
の

書
類
、
勤
務

状
況
確
認
書

（
計
算
書
）

」

「

※
第
一
号
会
計

年
度
任
用
職

員
に
あ
つ
て

は
期
末
手
当

「

※
積
算
基
礎
を

支
給
確
認
書

同
表
３
の
項
中

明
ら
か
に
し

を

（
計
算
書
）

に
改
め
、
同
表
中
７
の
項
を
削

た
書
類

※
積
算
基
礎
を

」

明
ら
か
に
し

た
書
類

職
員
別
給
与

簿

」

「

※
異
例
に
属
す

る
事
実
に
つ

い
て
は
そ
の

事
実
に
つ
い

「

て
の
権
限
の

※
異
例
に
属
す

あ
る
官
公
署

る
事
実
に
つ

等
の
証
明
書

い
て
は
そ
の

※
第
一
号
会
計

り
、
８
の
項
を
７
の
項
と
し
、
同
表
９
の
項
中

事
実
に
つ
い

を

年
度
任
用
職

て
の
権
限
の

員
に
あ
つ
て

あ
る
官
公
署

は
任
用
関
係

等
の
証
明
書

」

の
書
類
、
勤

務
状
況
確
認

書
（
計
算
書
）

職
員
別
給
与

簿

」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
８
の
項
と
し
、
同
表

の
項
か
ら
同
表

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

10

28

別
表
第
七
福
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
現
金
取
扱
員
」
を
「
現
金
出
納
員
」
に
改
め
、

同
表
福
島
県
立
美
術
館
の
項
及
び
福
島
県
立
博
物
館
の
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
事
務
長
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
財
務
規
則
第
四
条
、
第
五
条
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
七
条
、
第
百
九
条
、
第

百
十
四
条
、
第
二
百
九
十
六
条
及
び
別
表
第
四
の
規
定
は
、
令
和
二
年
度
以
後
の
予
算
に
係
る
収
入
、

支
出
及
び
決
算
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
元
年
度
ま
で
の
予
算
に
係
る
収
入
、
支
出

及
び
決
算
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
財

政

課
）
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